
 
 
 
 

 

◆平成 25年度・税制改正大綱まとまる 

 

子ども・子育て関連 3 法施行に向けた 

幼稚園併設型認可外保育施設における 

保育料等の消費税の非課税措置など 

来年度の税制改正大綱がまとまる 

 

1 月 24 日、自由民主党と公明党は、平成 25 年度の税制改正大綱を決定しました。 

文部科学省関連の項目では、「子ども・子育て関連 3 法の円滑な施行に向けた幼稚園併設

型認可外保育施設における保育料等の消費税の非課税措置」「子ども・子育て関連 3 法の円

滑な施行に向けた幼保連携型認定こども園の設置に係る法人間の財産承継に係る所得税の

特例措置」「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」などの要望が認められ

ました。 

子ども・子育て関連 3 法にかかる税制改正については、全日私幼連では香川会長を先頭に

精力的な要望活動を関係方面に対して行なった結果、実現されたものです。関係者の皆様に

は心よりお礼申しあげます。 

主な内容は、別紙をご覧ください。 
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